
令和６年（２０２４年）１月１９日 

 教 育 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局子ども・教育政策課 

 

 

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見について 

 

 教育長の給料等を改定するため、中野区長等の給料等に関する条例の一部改正につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき区長から意 

見を求められたことに対して、教育委員会の意見を申し出る。 

 

 

記 

 

１ 改正内容 

(1) 教育長の給料月額の改定 

改定額 現行 差 

８８２，８００円 ８７４，２００円 ８，６００円  

 

  

（２） 教育長の期末手当の改定 

 改定後 現行 差 

６月 １８９／１００ １８４／１００  ５／１００ 

１２月 １８９／１００ １８４／１００  ５／１００ 

合 計 ３７８／１００ ３６８／１００ １０／１００ 

 

２ 新旧対照表 

  別添のとおり 

 

３ 施行年月日 

  令和６年３月１日 

 

４ 今後のスケジュール 

  本件可決後、区長へ意見回答 

  令和６年区議会第１回定例会に一部改正条例案を提出 

 



中野区長等の給料等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（給料の額） （給料の額） 

第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」

という。）は、次の表のとおりとする。 

第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」

という。）は、次の表のとおりとする。 

区長 １，２５４，６００円

副区長 １，００７，１００円

教育長 ８８２，８００円

常勤の監査委員 ８０２，１００円
 

区長 １，２４２，４００円

副区長 ９９７，３００円

教育長 ８７４，２００円

常勤の監査委員 ７９９，７００円
 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

（支給方法等） （支給方法等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、中野区

長、副区長及び教育長にあつては１００分の１８

９、常勤の監査委員にあつては１００分の１６

６．５を乗じて得た額に、中野区職員の期末手当

に関する規則（昭和５０年中野区規則第３９号）

第３条の支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、中野区

長、副区長及び教育長にあつては１００分の１８

４、常勤の監査委員にあつては１００分の１６

１．５を乗じて得た額に、中野区職員の期末手当

に関する規則（昭和５０年中野区規則第３９号）

第３条の支給割合を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

  

附 則  

この条例は、令和６年３月１日から施行する。  

 


